
2026 年 4月 1日 

神 戸 市 

 

 

 

 

 神戸市内で優良工事・業務を実施した事業者及び技術者を表彰し、その功績をたたえるとともに、公共

工事・業務の品質確保及びその担い手の育成を奨励するため、優良工事・業務を実施した事業者及び技術

者を認定いたします。審査対象工事・業務の抽出にあたり、下記のとおり事業者の皆様からの応募を受け

付けます。 

 

  

１. 応募期間   2026 年 4 月 1 日から 2026 年 4 月 30 日 

 

２. その他      ・審査の結果、認定者となった場合は事務局からお知らせいたします。（10 月頃の予定） 

・審査結果等に係る問合せにはお答えできませんので予めご了承ください。 

 

 

【工事】 

１. 応募対象工事 

応募可能な工事は、以下の(1)から(5)までの全てに該当し、かつ２．応募部門の(1)～(4)のいずれ

かに該当する工事とする。 

(1) 神戸市（水道局、交通局を含む）が発注した請負工事（外郭団体の発注する工事は対象外） 

(2) 2025 年 4月 1日から 2026 年 3月 31 日までに完成検査が完了したもの 

(3) 当初契約における請負金額（税込）が 500 万円以上の工事 

(4) 工事事故が発生していないもの（ただし、もらい事故は除く） 

(5) 単価契約工事でないもの 

 

２. 応募部門 

(1) 一般部門 

最終請負金額が 4 千万円以上又は神戸市工事請負競争参加資格における等級格付が B ランク（造

園工事に限っては Aランク）以上の事業者が施工した工事で、工事成績評定点が 80点以上であるこ

と。 

(2) 小規模部門 

最終請負金額が 4 千万円未満かつ神戸市工事請負競争参加資格における等級格付が C ランク（造

園工事に限っては Bランク）以下の事業者が施工した工事で、工事成績評定点が 75点以上であるこ

と。 

(3) 災害復旧部門 

随意契約により実施した災害復旧工事で、工事成績評定点が 75点以上であること。 

(4) 担い手育成奨励部門 

当初契約日時点で満 35歳未満の若手技術者または、女性技術者が施工した工事で、工事成績評定

点が 70 点以上であること。 

 

３. 応募可能な事業者 

応募可能な事業者は、以下の全てに該当する事業者とする。 

(1) 上記「１．応募対象工事」に該当する工事の元請負人であること 

(2) 共同企業体の場合は、全ての構成企業の同意を得ていること 

(3) 2025 年 4 月 1 日から応募資料を提出する日までに、神戸市指名停止要綱に基づく指名停止の措

置を受けていないこと 

 

2026 年度 神戸市優良工事・業務認定における候補者の募集について 



４. 応募方法 

(1) 提出資料 

① 応募資料 【工事】様式第１号 

② 工事成績評定通知書 

（注）応募資料の様式は市のホームページよりダウンロードできます。

（https://www.city.kobe.lg.jp/a48501/business/todokede/kensetsukyoku/work/yuryokojihyosho.html） 

(2) 提出方法 電子メール 

(3) 提出先 建設局技術管理課   E-mail: g-shinsa@city.kobe.lg.jp 

(4) その他 ・応募資料の作成にあたっては、審査調書記載例をご参照ください。 

・応募件数については、1事業者 1工事までとさせていただきます。尚、共同 

企業体の代表企業として請け負った工事と単独で請け負った工事を重複して 

応募することはできません。 

・ただし、担い手育成奨励部門に該当する工事がある場合は、その工事 

を含めて 2工事まで応募可能です。 

 

【業務】 

１. 応募対象業務 

応募可能な業務は、以下の(1)から(6)までの全てに該当する業務とする。 

(1) 神戸市（水道局、交通局を含む）が発注した土木、造園業務（外郭団体の発注する業務は対象外） 

(2) 2025 年 4月 1日から 2026 年 3月 31 日までに完成検査が完了したもの 

(3) 当初契約金額（税込）が 200 万円を超えるもの 

(4) 単価契約業務でないもの 

(5) 神戸市測量・地質調査・設計業務等共通仕様書または神戸市発注者支援業務共通仕様書を適用し

たもの 

(6) 業務成績評定点が 70 点以上であるもの 

 

２. 応募可能な事業者 

応募可能な事業者は、以下の全てに該当する事業者とする。 

(1) 上記「１．応募対象業務」に該当する業務の受注者であること 

(2) 共同企業体の場合は、全ての構成企業の同意を得ていること 

(3) 2025 年 4 月 1 日から応募資料を提出する日までに、神戸市指名停止要綱に基づく指名停止の措

置を受けていないこと 

 

３. 応募方法 

(1) 提出資料 

① 応募資料 【業務】様式第１号 

② 業務成績評定通知書 

（注）応募資料の様式は市のホームページよりダウンロードできます。

（https://www.city.kobe.lg.jp/a48501/business/todokede/kensetsukyoku/work/yuryokojihyosho.html） 

(2) 提出方法 電子メール 

(3) 提出先 建設局技術管理課   E-mail: g-shinsa@city.kobe.lg.jp 

(4) その他 応募件数については、1企業 1業務までとさせていただきます。尚、共同企業                     

 体の代表企業として契約した業務と単独で契約した業務を重複して応募する 

 ことはできません。 

 

                      事務局 

神戸市建設局技術管理課 

                           TEL：078-595-6034 

Mail：g-shinsa@city.kobe.lg.jp 
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